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飯綱町の和林檎の盆棚

野沢菜漬体験



『味の文化財』の認定 ５つの郷土料理の食文化
（長野県選択無形民俗文化財）1983年（S58）

焼き餅（おやき）

手打ちそば

御幣餅（五平餅）

すんき野沢菜漬 2



食の文化財〜 他県に例ない英断 産業振興にも貢献〜 市川健夫

私が県に「食の文化財」の指定を提唱したのは、1981年（S56）でした。「文化財保護法」が50年に制定

されたが、民俗文化財として衣と住が挙がっていたのに、食文化についての法的規定はなかった。建
造物や絹、カラムシなどの高級織物は文化財として指定されながら、国でも地方自治体でも、食物に
対しての指定がないのはおかしいと感じていました。

そこで、ちょうど当時の吉村知事や内山県教育長が文化人との懇談会を持った席上で、私が食の文
化財の県指定とその保護を提案したのです。これを受けて県教委文化課が、私も委員の一人だった文
化財保護審議会に諮りました。ところが反対が多く、審議は未了となりました。反対の理由は文化財保
護上「前例がない」ということでした。

最初に5種類選定

このことはマスコミでも大きく取り上げられました。それでさらに議論の末、審議会は他県に前例のな
い「食の文化財」を長野県選択無形民俗文化財として指定し保護するという英断をしました。県から調
査の依頼を受けた私が選んだのは、手打ち蕎麦（そば）（そば切り）、焼き餅（おやき）、御幣餅（ごへい
もち）、スンキ漬け、野沢菜漬けの5種類です。

この指定は文化財保護行政という観点からは最も低いランクなのですが、一般県民にはほかの文化
財より身近で、広報手段としても利用価値が高いせいか「県重要文化財」と書いて宣伝するおやきメー
カーまで現れました。

指定から20年後の出荷額の統計を見ますと、野沢菜漬けが70億円から200億円に、おやきはゼロか
ら80億円産業に成長しました。現在、おやきは製造業者の努力もあって全国的に有名になっています。
食の文化財指定がきっかけづくりに貢献したと思っています。

（聞き書き・北原広子） （週刊長野2010年（H22）10月23日号掲載）
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【長野県選択無形民俗文化財】現在は、８件の指定

・飯田市伊豆木の鯖鮨（２０００年）（H12） 13品の指定

・南信州の柚餅子（２０００年） （H12）

・遠山郷の二度芋の味噌田楽（２００２年）（H14）

・王滝村の万年鮨（２０００年） （H12）

・木曽の朴葉巻・下伊那南部の

朴葉餅（２００１年） （H13）

・飯山市富倉の笹寿司（２０００年） （H12）

・早蕎麦（２０００年） （H12）

・手打ちソバ

・焼き餅

・御幣餅

・すんき漬

・野沢菜漬 4



信州・味の文化展
十五年の記録から

1984年（S59）2月から毎年
信州・味の文化展の開催
信州・味の文化展から味の

商品開発へ

・展示
・ふるさと産品の即販会
・伝統的技と味の実演
・信州味のｺﾝｸｰﾙ
・農と食文化を考える
フォーラム

長野県生活改善
グループ連絡協議会 5



長野県選択無形民俗文化財の１つ 「すんき」

塩を使わない世界的にも珍しい漬物

＜すんきの普及、技術継承を図るために＞
・木曽すんきコンクール：1995年より年1回
開催し、毎年、名人と達人を選考
・すんき料理本の刊行
・木曽の赤蕪をスローフード「味の箱舟」に
認定 2007年3月

・信州の伝統野菜に認定 2007年5月
・木曽町のふるさと体験館ですんき作り
講習会
・木曽町地域資源研究所での研究
すんき植物乳酸菌のヨーグルト等へ応用
・ 「地理的表示保護制度（ＧＩ）」に登録
2017年

・主な８業者すんきの生産量
2013年度13.5ｔ→2015年度推計で35ｔ
（木曽地方事務所農政課）

⇒かぶ菜不足→長野県重点プロジェクト計画
すんきの生産振興とブランド化推進

かぶ菜生産 3.8ｔ→6.2ｔ（2016年→2018年）（木曽普及センター）

木曽すんき研究会（1997.12～2017.8）



文化庁
日本遺産「木曽路」
を構成する文化財
として
長野県選択無形民俗
文化財の一つである
「木曽の朴葉巻」
（朴の葉にあん
入りの餅を包んで
蒸す朴葉巻）

を追加

信濃毎日新聞 2020年６月20日朝刊
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飯山市「選択無形民俗文化財」に４品目を選択 2007年

えご

笹ずし
長野県選択無形民俗文化財の一つでもある
［飯山市富倉の笹寿司（２０００年）］

いもなます

富倉そば
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飯山市「選択無形民俗文化財」の登録に寄与した
飯山食文化の会の活動
・『飯山食の風土記』 2005年（H17）発行
・『暮らしの風土記』 2010年（H22）発行

編集・発行 食育情報リンクネットながの
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飯山市の取組み
「飯山の食ごよみ」の作成
2006年（H18）と市民各戸に配布



長野県全域食文化の担い手（食生活改善推進員）の活動
地域の料理集作成（上小支部）と料理教室など

2010年（H22）発行 2020年（令和２）10月10日発行
⇒他の地域でもこのような活動が盛ん
⇒その他、長野県農村生活マイスター制度、NAGANO農業女子

信州ものづくりマイスター・信州ものづくりヤングマイ
スターマイスター制度 11
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郵便局のパンフレット 固有価値
ヘリテイジとして



郷土料理を学ぶ 2020年８月10日・13日(オンライン) 、10月25日
長野市鬼無里大日方宅 焼き餅文化伝承準備の会

盆棚(8月13日） 迎え盆 13



まとめ

・長野県では『味の文化財』 （長野県選択無形民俗文化財）の指
定をきっかけに、食を文化として尊重する意識が育まれ、食文化
継承の取組が県内各地で活発に行われてきた。

・現在の課題としては、高齢化による担い手不足や、活動を支援
する予算の制約があるので、担い手の育成と地域での食文化継
承の機会を充実するため、国による文化継承のための担い手自
身による取組に対するサポートがあれば、継承活動の継続、さら
に発展に寄与すると考える。

・県や市町村による文化財としての価値付けは地域の人々の意
識を変えるのに効果的だが、国による価値付けがより幅広く行わ
れれば、より一層の地域の文化財保護活用の促進につながると
考える。
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